
　「花を飾るだ
けで家の雰囲気

が随分変わるよ」。以前に友人と
交わした会話です。「もらった花
を食卓に飾ったんだけどすごく
いいよ。でも枯れるたびに買う
のはちょっと高いよね」と話して
いたのですが、長持ちして、しか
もおしゃれに飾る方法があった
んですね。わくわくＡｇｕフェスタ
2019～夏祭り～でハーバリウ
ムのワークショップを取材しまし
た。ハーバリウムとは、きれいな
植物やフルーツを透明な瓶に
詰め、オイルを入れたもの。長く
美しさを楽しむことができ、飾る
だけでおしゃれな空間になると
いうことで人気があります。皆
さんが楽しそうに作る様子を撮
影しながら、私もその美しさに
見とれていました。今回は取材
のみで参加はしませんでした
が、いつか体験してみたいです。
皆さんも花のある生活、いかが
でしょうか？

編集後記

○　事例
　「水質検査に来ました」などと言って突然訪問し、塩素に反応する試薬を使って水
道水に有害な物質が含まれているかのように説明し、「このままでは健康に支障を
来す」と不安にさせて、強引に高額な浄水器のレンタルや購入を勧めてきた。焦って
契約してしまったが、解約したい。
○　対応
　訪問販売の場合は、浄水器を使用していても、契約書面を受け取ってから8日以
内であればクーリングオフや契約を取り消しできることがあります。速やかに消費
生活センターに相談してください。
○　被害を防ぐアドバイス
　訪問業者は家の中に入れず、まずは玄関先で対応してください。不安をあおる内
容であっても、その場で契約せず、いったん帰ってもらい、家族や周囲の人に相談し
てください。
消費生活相談（無料）をご利用ください。　
◎　知多半田消費生活センターでは消費生活相談を行っています。
　相談を希望する方は、電話をしてください。
■日にち　月曜日～金曜日（祝日、第４水曜日を除く）
■時　間　来所相談：午前9時30分～午前11時30分
　　　　　　　　　　午後1時30分～午後4時30分
　　　　　電話相談：午前9時30分～午後4時30分
■問い合わせ先　知多半田消費生活センター　（32）2444
　　　　　　　　（クラシティ3階市民交流センター内）

シリーズ　消費生活相談　
浄水器の悪質な訪問販売に関する相談

○110

～「水質検査に来ました」と言われたら要注意～
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10 月の相談
■人権・行政・心配ごと相談
　3日（木）、17日（木）
　場　所　中央公民館本館308号室
　時　間　午前9時30分～午前11時30分
　※　電話での相談も受け付けます。
■無料法律相談（事前に予約が必要）
　17日（木）
　場　所　役場1階相談室101
　時　間　午後1時～午後4時
■問い合わせ先
　住民福祉課　（４８）１１１１（内１１２２）

10 月の相談

10月3日（木）
場　所　役場1階相談室101
時　間　午後1時～午後5時
　NPO法人知多地域成年後見セン
ターでは、成年後見制度巡回相談（事前
に予約が必要）を毎月行っています。
■問い合わせ先
　知多地域成年後見センター事務所
（知多福祉活動センター内）
　0562（39）3770
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